
１．安全
再度災害発生に備えた安全を確保する

・学校施設の耐震化
・非構造部材の耐震化 など

３．エコ
省エネルギーでサスティナブルな
防災拠点とし、環境教育にも活用する

・太陽光パネルの設置 など

２．避難
地域の応急避難場所（防災拠点）としての
利用に対応する

・備蓄倉庫の設置
・トイレの整備
・情報通信設備の設置
・電気、水、室内環境の整備 など

４．複合化
公的施設の総合的整備により、防災機能を
向上させるとともに、コミュニティ再生の拠点
としても活用する

・社会教育施設等との複合化、近接化

学校施設の復旧・復興に向けた整備の視点

東日本大震災の
被害からの復旧

＋

地域コミュニティの拠点
としての

学校施設の再生

【校舎の耐震補強】

【太陽光パネルの設置】

病院

学校と保育所、
デイサービスセンターの合築

コミュニティ広場

児童館
図書館

【学校と公園、福祉施設等
の一体的整備】

【マンホールトイレの設置】



学校施設の復旧・復興に向けた整備の視点及び方策
公立学校施設の復旧・復興に向けた整備の視点及び方策として、以下のとおり多様なものが考えられます。

これらの方策の実施に際しては、以下の補助制度欄のとおり、公立学校施設災害復旧事業だけでなく、公立

学校施設整備事業や他省庁の事業の活用も考えられますので、検討の際のご参考にしてください。

視点１：安全（再度災害発生に備えた安全を確保する）

○ 学校施設の （対応例） （補助制度）※

地 耐震化 ○全半壊建物の改築

震 ○被災建物の耐震補強 別 紙 １ の① ② ③等

対 を参照

策

【校舎の耐震補強例】

非構造部材の （対応例） （補助制度）※

耐震化 ○天井、照明器具等の地震対策
別 紙 １ の① ② ③⑦
等を参照

【天井材の落下の被害】 【照明器具の落下の被害】

○ 高台等への移転 （対応例） （補助制度）※

津 ○高台への移転復旧

波 別 紙 １ の① ⑤ 等を

対 参照

策

【安全な高台への建築（イメージ）】

避難経路の整備 （対応例） （補助制度）※

○裏山への避難路の整備、改良

別 紙 １ の② ⑦ 等を

参照

【裏山への避難路の整備（イメージ）】

【裏山における避難階段の整備（イメージ）】

○校舎屋上への避難階段等の設置

【屋外避難階段の設置や緊急的な避難場所となる

屋上の整備（イメージ）】

海

高台

学校

想定浸水高

海

高台

学校

想定浸水高

海

裏山

学校

裏山

地上の避難路（平面図）

避難時間の短縮

学校

想定浸水高

避難路

海

裏山

学校

裏山

地上の避難路（平面図）

避難時間の短縮

学校

想定浸水高

避難路

海

避難階段
裏山

学校

想定浸水高

海

避難階段
裏山

学校

想定浸水高

海

上層階への避難

想定浸水高

屋外避難階段の設置

緊急的な避難場所となる屋上の整備

海

上層階への避難

想定浸水高

屋外避難階段の設置

緊急的な避難場所となる屋上の整備



高層化 （対応例） （補助制度）※

○現地での新築復旧時の高層化

別 紙 １ の② ④ ⑤等

を参照

【他の公共施設との複合化により高層化（イメージ）】

視点２：避難（地域の応急避難場所（防災拠点）としての利用に対応する）

○地域の応急避難場 （対応例） （補助制度）※

所（防災拠点）とし ○備蓄倉庫の整備 別 紙 １ の⑦ ⑧ ⑪等

て の 整 備 視 点 ３ ：エ を参照

コ（省エ
ネ ○トイレ・シャワーの提供 別 紙 １ の① ② ⑦⑧

ル （マンホールトイレの整備、避難場所から利用し ⑭等を参照
ギ やすい位置に整備 等）

ー
で ○通信手段の確保 別 紙 １ の① ② ⑦等

サ （防災無線の設置、衛星電話の設置 等） を参照

ス
テ ○ライフライン対策

イ ・断水対策 別 紙 １ の① ② ⑦⑧
ナ （耐震性貯水槽の設置、防火井戸の設置 等） ⑨⑬等を参照

ブ ・停電対策
ル （太陽光発電設備の設置、自家発電設備の設置、

な 蓄電池の設置 等）

防 ・都市ガス供給停止対策
災 （ＬＰガス変換器の設置 等）

拠
点 ○室内環境の改善 別 紙 １ の① ② ⑦⑩

と （エレベータ設置や段差の解消等バリアフリー化、等を参照
し 和室の整備 等）

、
環 ○猛暑、寒冷対策 別 紙 １ の① ② ⑦⑨

（外壁、窓等の断熱、空調施設の整備 等） 等を参照

視点３：エコ（省エネルギーでサステイナブルな防災拠点とし、環境教育にも活用する）

○エコスクールの推進 （対応例） （補助制度）※

○太陽光パネルなど新エネルギーの活用 別 紙 １ の① ② ⑦⑨

○断熱化や老朽設備の高効率化 等を参照

○自然採光、通風など自然の恵みの活用

【太陽光パネルの整備】 【ガラス屋根の整備（自

然採光の活用）】

海

高層化

学校（低層エリア）

他の公共施設（避難エリア）

上層階への避難
想定浸水高

地域住民

海

高層化

学校（低層エリア）

他の公共施設（避難エリア）

上層階への避難
想定浸水高

地域住民



視点４：複合化（公的施設の総合的整備により、防災機能を向上させるとともに、コ

ミュニティ再生の拠点としても活用する）

○複合化、近接化 （対応例） （補助制度）※

○新築復旧における社会教育施設等との複合 別 紙 １ の① ② 等を

化、近接化 参照

【学校と官署や社会教育施設等の公共施設を集約した総合

複合施設】

【学校と公園、福祉施設等を一体的に整備したバリアフリ

ー重点ゾーン】

※ 補助制度については、「東日本大震災からの復興の基本方針」（別紙２参照）において盛り込まれ

た使い勝手のよい交付金（「東日本大震災復興交付金」（仮称））を創設すべく政府内で検討されてお

り、制度が変更される可能性があります。

【本件照会先】

（災害復旧に関する補助制度について）

文部科学省文教施設企画部施設企画課防災推進室

災害復旧係 岩井、櫻井

TEL： 03-6734-3036、FAX： 03-6734-3689

（施設整備に関する補助制度について）

文部科学省文教施設企画部施設助成課

整備計画係 福山、渡辺

TEL： 03-6734-2466、FAX： 03-6734-3743

（復旧・復興に向けた整備の視点について）

文部科学省文教施設企画部施設企画課

指導第一係 野口、田中

TEL： 03-6734-2291、FAX： 03-6734-3690

学校と保育所、
デイサービスセンターの合築

公園

病院

図書館

コミュニティ広場

児童館

学校と保育所、
デイサービスセンターの合築

公園

病院

図書館

コミュニティ広場

児童館

デイサービス
保育所

高齢者や乳幼児のための医療
避難所として機能

学 校
デイサービス

センター
保育所

防災上の

メリット
高齢者や乳幼児のための医療

避難所として機能

学 校

元々バリアフリー化されているため
高齢者や障害者、負傷者の受入れも容易

高齢者との交流活動を通じて地
域の伝統・文化を未来に継承

地域の拠点・教育上のメリット

高齢者との交流活動を通じて地
域の伝統・文化を未来に継承

乳幼児期から学齢期まで一貫して
子どもたちの成長を支える学び舎

地域の拠点・教育上のメリット

学 校社会体育施設

公民館
庁 舎

消防署
地域交流

ラウンジ

図書館

地域住民の応急

避難スペース

避難住民が分散し円滑

な教育活動再開が可能

地域と一体と

なった災害対応

防災上の

メリット

畳の部屋や台所を

避難生活に活用

みんなでスポーツに親しめる場

異世代間交流が

できる憩いの場

地域みんなが学
ぶ生涯学習拠点

地域の拠点・教育上
のメリット

学 校社会体育施設

公民館
庁 舎

消防署
地域交流

ラウンジ

図書館

地域住民の応急

避難スペース

避難住民が分散し円滑

な教育活動再開が可能

地域と一体と

なった災害対応

防災上の

メリット

畳の部屋や台所を

避難生活に活用

みんなでスポーツに親しめる場

異世代間交流が

できる憩いの場

地域みんなが学
ぶ生涯学習拠点

地域の拠点・教育上
のメリット
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校
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防
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衛
星
電
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備
蓄
倉
庫
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イ
レ

シ
ャ
ワ
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マ
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（
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バ
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ア
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ー
化

和
室

外
壁
・
窓
等
断
熱
化

空
調
整
備

（
冷
暖
房
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※
再
掲

太
陽
光
パ
ネ
ル
等

外
壁
・
窓
等
断
熱
化

※
再
掲

社
会
教
育
施
設
等
と
の

複
合
化

、
近
接
化

①
移転復旧
（別敷地）

2/3 ◎ ◎ ○ ※７ 要望中 ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○

② 新築復旧 2/3 ◎ ◎ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○

③
補修復旧

（改良・効用復旧）
2/3 ◇ ◇

④ 新増築 1/2 ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

⑤ 改築 1/3 ◎ ◎ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

⑥ 地震補強
Is＜0.3 : 2/3
Is≧0.3 : 1/2

など
○ ※1

⑦ 大規模改造 1/3 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ △ △ ○ △ △

⑧ 屋外教育環境整備（防災広場） 1/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑨ 太陽光発電導入事業 1/2 ○ ※1 △ ○ △

⑩ 木の教育環境整備 1/3 ○

⑪ 地域・学校連携施設整備事業 1/3 ○ ○

⑫ 校内LANの新設事業 1/2 ○
生涯学習政策局
参事官（学習情報政策担当）
TEL：03-6734-2382

⑬ 学校給食施設整備事業 1/2, 1/3 ○
ｽﾎﾟｰﾂ・青少年局
学校健康教育課
TEL：03-6734-2692

⑭ 学校体育諸施設整備事業
1/3

(1/2) ○ ○ ○
ｽﾎﾟｰﾂ・青少年局
ｽﾎﾟｰﾂ・青少年企画課
TEL：03-6734-2672

内
閣
府

地域防災力向上支援事業 1/2 ○ ○
政策統括官（防災担当）参事官
（地震・火山・大規模水害担当）
TEL：03-3501-5693

防災対策事業債
（地方単独事業）

　－ ○ ※2 ※2 ○ ○ ○ ○ ※3 ※3 ※3 ※3 ○ ○ ○ ○ ※3

消防防災施設整備費補助金 1/2、1/3 ○ ○

⑱ 都市防災総合推進事業 1/2、1/3 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
都市局都市安全課
TEL：03-5253-8401

⑲
都市再生整備計画事業
（旧まちづくり交付金）

概ね４割 ※4 ※4 ○ ○ ○ ○ ※5
都市局市街地整備課
TEL：03-5253-8412

⑳ 住宅市街地総合整備事業 1/2、1/3

住宅・建築物安全ストック形成事業 1/3 ○ △

下水道総合地震対策事業 1/2等 ○
下水道部下水道事業課
TEL：03-5253-8430

農
水
省

総合農地防災事業
（農村災害対策整備事業）

1/2 ○ ○ ○
農村振興局整備部
農村整備官付農道事業班
TEL：03-6744-2209

水
産
庁

産地水産業強化支援事業 1/2
漁港漁場整備部
防災漁村課環境整備班
TEL：03-6744-2391

環
境
省

災害等廃棄物処理事業 1/2等 ※７
廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課
TEL：03-3581-3351（内線6849）

公
立
学
校
施
設
整
備
事
業

災
害
復
旧

上
記
に
加
え

、
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点
と
し
て
再
生
を
図
る
場
合

文
部
科
学
省

文
部
科
学
省

⑮

消
防
庁

国
土
交
通
省

補
助
事
業
等
名
称

公
立
学
校
施
設

災
害
復
旧
事
業

地方自治体
における

主な担当部局
（連携先）

国担当部局

密集市街地整備事業の一環として、密集住宅地において学校をコミュニティ施設、防災関連施設としてとらえた場合に可能となるものがある

断水対策 停電対策 都市ガス供給停止対策
地震対策

大臣官房文教施設企画部
施設企画課
TEL：03-6734-3036

住宅局市街地建築課
TEL：03-5253-8517

エコ

学校施設の復旧・復興に関する方策及び事業一覧

安全 避難

ライフライン対策
通信

津波対策

高台等への移転
トイレ・シャワー

大臣官房文教施設企画部
施設助成課
TEL：03-6734-2466

避難経路 高層化

猛暑
寒冷
対策

室内環境備蓄

原則として漁港漁場整備法に基づき指定された漁港の区域内及びその背後集落において行われる取組みの場合に該当するものがある。

消防・救急課
TEL：03-5253-7522

⑯

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

（
※
６

）

⑰

凡例　　　○：それを目的とした整備が可能
　　　　　◎：新増築、改築、大規模改造（老朽）で整備する際に必然的に補助対象となる
　　　　　△：新増築、改築、大規模改造（老朽）とあわせて行う際に補助対象となる
　　　　　●：学校以外に設置する場合に補助対象となる
　　　　　▲：新築の災害復旧事業を行う際に同時での実施が可能
　　　　　◇：被災状態により改良・効用復旧が可能（原形復旧が原則）

この表は、学校施設整備に関する防災対策として想定される主な事業を例示したものです。各制度には財政支援等のための要件がありますので、詳細についてはそれぞれの制度を所管する府省庁に照会・相談して下さい。

　　※1　関連工事として行う場合に補助対象となる。
　　※2　災害時における住民の避難経路や緊急車両の進入経路などとして確保できる道路であるものが対象となる。
　　※3　非常用電源として認知されているものが対象となる。可搬タイプのものは適債性のあるものに限る。
　　※4　被災時に地域住民の避難所となる施設に限る。
　　※5　バリアフリー対応の公衆トイレに限る。
　　※6　社会資本整備総合交付金事業は、上記に印のある施設以外についても、効果促進事業として実施すること等により交付対象となる場合がある。
　　※7　移転復旧の事業計画が策定されている場合は1番の、策定されていない場合は25番の補助対象となりうる。
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別紙２ 

 

東日本大震災からの復興の基本方針 

（公立学校施設の復旧関係部分抜粋） 

平成 23 年７月 29 日 

東日本大震災復興対策本部  

 
４ あらゆる力を合わせた復興支援 

 

（１）国の総力を挙げた取組み 
 

②使い勝手のよい交付金等  
（ⅰ）地方公共団体が、自ら策定する復興プランの下、復興に必要な各種施策が展開でき

る、使い勝手のよい自由度の高い交付金を創設する。具体的には、復興に必要となる

補助事業（市街地・農漁村整備、道路、学校等）を幅広く一括化するとともに、地方

公共団体の負担の軽減を図りつつ、対象の自由度の向上や執行の弾力化、手続きの簡

素化等を可能な限り進め、復興プランの評価・公表等を通じて効率性や透明性を確保

しつつ、地方公共団体主体の復興を支援する。 




